
議案第１２５号 

 

   静岡市改良住宅管理条例の一部改正について 
 

 静岡市改良住宅管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成３１年２月２１日提出 

 

                      静岡市長  田 辺 信 宏     

 

   静岡市改良住宅管理条例の一部を改正する条例 

 静岡市改良住宅管理条例（平成15年静岡市条例第254号）の一部を次のように改正する。     

第４条第２項中「第20条第１項」を「第39条」に改める。 

別表２改良店舗等の表中 

「 

伝馬町新田団地改良住宅作業所 静岡市葵区美川町 

を
牧ケ谷団地改良住宅作業所 静岡市葵区牧ケ谷 

                                          」 

「 

伝馬町新田団地改良住宅作業所 静岡市葵区美川町 に 

                                          」 

改める。 

   附 則 

 この条例は、平成31年４月１日から施行する。 

                                           

 


